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新型コロナウイルスワクチン接種時に訪問介護を利用する場合の算定について 

    

日頃から、本区の介護保険事業にご協力いただきありがとうございます。 

さて、厚生労働省は４月５日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サー

ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第 20報）」を示し、居宅の要介護

者（在宅要介護者）が新型コロナウイルスワクチン接種を受ける場合の考えを明らかに

しました。 

この通知では、医療機関以外のワクチン接種会場で在宅要介護者がワクチン接種を受

ける場合に「訪問介護」の利用の取り扱いについても示されています。 

そのため、この通知をもって、改めて周知させていただきますので、取り扱いに遺漏

なきようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 内容 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 20報）」 

 問６ 新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場（例えば、体育館

や福祉センター等）で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、

訪問介護を利用することが可能か。 

（答） 

＜訪問介護＞ 

① 訪問介護事業所の訪問介護員等が自ら運転する車両を活用する場合 

訪問介護の通院等乗降介助が利用可能である。 

なお、現行の取り扱いのとおり、以下の場合に限り、身体介護が利用可能である。 

・接種会場に外出するために乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所

要時間（20 分から30 分程度以上）を要し、かつ、手間のかかる外出に直接関連する

身体介護（移動・移乗介助、身体整容・更衣介助、排泄介助等）を行う場合（要介護

４又は５の居宅要介護者の場合） 

又は 

・接種会場への外出に直接関連しない身体介護（入浴介助・食事介助等）に30分から

１時間程度以上を要し、かつ、当該身体介護が中心である場合（要介護１から５まで

の居宅要介護者の場合）には、身体介護（運転時間を控除した所要時間に応じた介護

報酬）を算定できる。 



 

 

② 公共交通機関を活用する場合 

訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助が利用可能である（訪問介護事業所の訪

問介護員等が、居宅要介護者に付き添い、バスやタクシー等の公共交通機関を利用し

て移送中の気分の確認も含めたワクチン接種が行われる会場への外出介助を行った場

合には、身体介護（所要時間に応じた介護報酬）を算定できる。） 

また、これらを利用する場合には、居宅サービス計画（標準様式第２表、第３表、

第５表等）に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、

サービス提供後に行っても差し支えない。 

なお、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説

明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。 

 

※参考 

＜（介護予防）小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護＞ 

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる訪問介護の身体介護のうち通

院・外出介助が含まれているため、小規模多機能型居宅介護事業所が居宅要介護（支援）

者に対して接種会場への外出介助を行うことができる。 

 

＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護と訪問介護（通院等乗降介助）の関係＞ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、併せて訪問介護の通院等乗降介助を利用するこ

とができる。そのため、訪問介護事業所の訪問介護員等は自ら運転する車両を活用して、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する居宅要介護者に対して接種会場への移送

に係る介助を行うことができる。 

 

２ 注意点 

接種会場内での待機時間については通常の院内介助の取り扱いと同様の考え方とな

ります。見守りのみでは給付扱いとはできないため、訪問介護事業者は当日の介助内容

について詳細な記録を残し、給付対象かどうかを検討する必要があります。（令和３年

４月 30日東京都介護保険課に確認） 

 

３ 根拠 

老企３６  第二の１（６） 

介護報酬に係る Q＆A（平成 15年５月 30日 厚生労働省事務連絡） 

訪問介護における院内介助の取り扱いについて（平成 22年４月 28日 厚生労働省老

健局振興課） 

       

【問合せ先】 

中央区福祉保健部介護保険課事業者支援給付係                  

電話：３５４６－５３７８（直通） 


